
宴会場のご利用について［宴会場ご利用規約］ 

※以下の宴会場ご利用規約は、株式会社ユアーズホテルが管理運営するすべての会場に適用いたします。  

 

① ご利用時間と追加料金 

宴会場のご使用は、設営（準備）から撤去時間までを含め、契約時間内に終了されますようお願いいたします。  

所定の時間を超過した場合は追加室料を頂戴いたします。ただし、次の会場使用時刻との関連で、ご使用時間の 

超過に応じられない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

 

② 有料人数の確定 

お料理を用意する人数（以下、有料人数と称します）を、ご宴会等の開催日７日前までにホテル担当員に 

ご通知ください。 

最終人数は、着席形式の場合２日前の 15時までに、立食形式の場合３日前の１５時までに、ホテル担当員に 

ご通知ください。それ以降はすべて手配が完了いたしておりますので、ご宴会当日の開催日にご出席されたお客様

の人数が、有料人数よりも減少した場合でも、有料人数分の料金を頂戴いたします。  

 

③ 前受金（内金） 

宴会等のご予約時に前受け金をお支払い頂く場合がございます。前受金（内金）の金額は宴会見積額に基づいて 

ホテルより提示させて頂きます。 

 

④ 取消と期日変更（申込・契約の解除） 

すでにご契約いただいた宴会等を都合により取消される場合は、以下の取消料を頂戴いたします。 

また、期日を変更される場合は期日変更料をお支払い頂く場合があります。 

 ※尚、既手配による費用が発生した場合には取消料と別にご請求申し上げます。  

※別項の申込・契約の解除に該当する場合も、発覚発見した日時をもって以下の取消料を頂戴いたします。 

  

 

   
取消日 内容 

1  お申込日から開催日の６１日前までのお取消の場合  ご予約された宴会場の２時間の室料（サービス料除く） 

2  開催日の６０日前から３１日前までのお取消の場合  ご宴会等お見積り金額等の３０％ 

3  開催日の３０日前から１０日前までのお取消の場合  ご宴会等お見積り金額等の５０％ 

4  開催日の９日前から２日前までのお取消の場合  ご宴会等お見積り金額等の８０％ 

5  前日および当日のお取消の場合  ご宴会等お見積り金額等の１００％ 

 

⑤ 装飾関係・余興等の手配 

ご宴会等に関する装飾・装花・音楽・余興・バンケットレセプタント等につきましては、ホテルから指定業者に 

手配させていただきます。お客様がホテル以外の業者に直接依頼される場合は、ご宴会等を円滑に運営るため、 

事前にホテルへご連絡いただき了解を得た後にご依頼ください。 

 

⑥ 損害賠償  

お客様（お客様側のすべての関係者を含みます）及び、お客様が直接ご依頼された業者の方々は、ホテルの施設・

什器備品等に損傷等が発生した場合は、その修復に関してホテルよりご指示申し上げますので、それに合わせて 

速やかに修理を行うか、またはその損害賠償金をご負担していただきます。 



 

⑦ 禁止事項 

次に揚げる各項目につきましては禁止事項になっておりますので、ご遠慮くださいますようお願いいたします。 

1.犬・猫等・愛玩動物・家畜類等の持込み。  

2.発火、または引火性の物品や悪臭を発生するものの持込み。 

3.飲食物の持込み。  

4.賭博等風紀をみだす行為、または他のお客様への迷惑行為・言動。 

5.備品物の移動。 

6.ご予約時の使用目的以外でのご利用。  

7.その他、法律令で禁じられている行為。  

 

⑧ 不可抗力 

天変地異・自然災害・戦争・テロ・内乱・暴動・政府の規制や命令または指導・ストライキ・交通の閉塞・ 

伝染病の地域的蔓延その他不可抗力により、当ホテルが契約上の義務を履行できない、または履行期限を遵守 

できない場合、当ホテルは責任を免れるものとします。当ホテルは、不可抗力事由が生じた場合、お客様に書面で

通知を行うことにより、契約解除することが出来るものとします。  

 

⑨ 申込・契約の解除  

次に掲げる各項目につきましては、ご宴会等のお申込をお断りするか、又は既にご契約いただいた場合でも解約 

させていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。  

Ａ ご宴会等にご出席のお客様が法令又は公序良俗に反する行為をなさる恐れがあると判断した場合、あるいは 

他のお客様にご迷惑をおかけするとホテル側が判断した時。  

Ｂ この「宴会場ご利用規約」に違反した場合。 

Ｃ 宴会場に出席する利用客の中に、下記【１】～【５】の事由に該当する者がいる時。 

【１】暴力団・暴力団員又はその関係者・暴力団関係企業・団体等又はその関係者、その他反社会的勢力。  

（以下「暴力団等反社会的勢力」という）  

【２】暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体。 

【３】法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの。 

【４】当ホテルの他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動、行動をした時。 

【５】当ホテル又はその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した時 

又はかつて同様な行為を行ったと認められる時。 

 

上記⑨項のＡ～Ｃの項目に該当するお申込みや契約に関しましては、発覚・発見した日時をもって、 

別項記載 ④の「取消と期日変更」の規定内容に基づき取消料を頂戴いたします。  

 

 

 

株式会社ユアーズホテルフクイ 

    施設名：ザ・グランユアーズフクイ 

（ホテルフジタ福井内） 


